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固定資産税は、市町村財政における基幹税目として重要な役割を果たしてきてお

りますが、課税情報の公開の促進等を背景に、固定資産税制度や資産評価に対する

納税者の関心はますます高まっております。 

当評価センターは、昭和５３年５月設立以来、調査研究事業と研修事業を中心に

事業を進め、地方公共団体に固定資産税に関し必要な情報を提供すべく努力を重ね

てまいりました。 

調査研究事業では、その時々の固定資産税を巡る諸課題をテーマに、学識経験者、

地方団体の関係者等をもって構成する研究委員会を設け調査研究を行っております

が、本年度は５つの調査研究委員会において、固定資産税制度、固定資産評価制度

に関して、専門的な調査研究を行ってまいりました。 

このうち、土地に関する調査研究委員会においては、「画地規模に応じて不整形

地補正率表を修正する場合の検討手法」について調査研究を行いました。 

 ここに、その調査研究結果がまとまりましたので、研究報告書として公表する運

びとなりました。つきましては、熱心にご研究、ご審議いただいた委員の皆様や関

係の方々に対し、心から感謝申し上げます。 

当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実を図るとと

もに、地方団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方団体

をはじめ関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご支援をお願い申し上げます。 
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Ⅰ．調査研究の背景 

 

固定資産評価基準（昭和 38 年自治省告示第 158 号。以下「評価基準」という。）

では、「別表第 3 画地計算法」の「附表 4 不整形地補正率表」において、不整形

地補正率については、用途地区区分を除き、その他の条件との組み合わせによる適

用区分は設けられていない。なお、同附表の「（注 2）」として、「不整形地補正率表

を運用するに当たつて、画地の地積が大きい場合等にあつては、近傍の宅地の価額

との均衡を考慮し、不整形地補正率を修正して適用するものとする。」と規定して

いる。 

しかし、上記「（注 2）」に基づいた検討に当たっては、不整形地補正率の修正の

検討対象とすべきか、修正を行う場合にはどの程度にすべきかなどに関して特に指

針等は示されておらず、各市町村（東京都特別区を含む。以下同様。）からは、何

らかの指針等を示してほしいとの要望がある。この点、画地規模が一定程度以上の

場合等に不整形地補正を適用していないという市町村もあるが、その考え方も様々

であり、裁判例でも減価の緩和は容認されるものの、不整形地補正の不適用自体は

否定される場合も見られる。 

したがって、本調査研究では、この不整形地補正率の修正は各市町村の実情に応

じて行われるものであり、明確な判断基準を示すことは困難であることも考慮して、

画地規模が大きい不整形地の評価について、その補正率の修正を要するか否か、ま

た、どのように修正すべきかについてを判断するための手法を示すこととする。 

 

なお、不整形地の評価に関する論点としては、本調査研究で扱う不整形地補正と

画地規模との関係のほか、 

・ 不整形地であっても、接道状況、形状、不整形な部分の位置等によって土地

の利用阻害の程度は異なってくると考えられるが、一律に蔭地割合に応じて

不整形地補正率を適用して評価することが適切なのかどうか。 

・ 画地規模が大きくなると、不整形地補正との関係では減価の程度が緩和され

る一方で、画地の規模が大きくなることによって減価が生じる場合もあると

考えられ、本調査研究で取り扱う前者（不整形地補正との関係）のみならず、

後者（純粋な画地の規模の相違による減価）の検討も必要ではないか。 

・ 蔭地割合による場合とよらない場合のいずれによるべきかの判断基準が明確

ではないのではないか。 

などの論点もある。これらの論点は、それぞれが不整形地補正のあり方全体に関わ

る問題であって、相互に影響することも考えられるが、本調査研究では、不整形地

補正と画地規模との関係について整理しようとするものである。したがって、実際

に不整形地補正率をどのように修正するかは、このような他の論点についてもそれ

ぞれ検討したうえで総合的に判断する必要があることに留意を要する。 

－1－
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Ⅱ．不整形地評価の考え方の整理 

 

１．土地の形状の歪みに起因する減価要因について 

 

（１）一般論 

土地の形状の歪み（以下「不整形」という。）に起因する減価要因とは、一

般的に、建物等の敷地としての利用が、整形地と比較して制約を受けること等

による減価要因のことであり、各種評価の基準では不整形地補正による考慮が

なされているものである。  

不整形による具体的な減価要因は、不整形地であることにより、鋭角・角状

等の利用困難な部分（以下「利用困難部分」という。）を生じたり、また、高

度利用が制約されるなど建物等のレイアウトの自由度が低下する可能性があ

り、さらに、制約された有効宅地部分に合わせて建物等の建築を行うことによ

り建築コストが上昇し、これにより需要が減退することが考えられる。その他、

形状の悪い土地は、不整形に対する心理的嫌悪感による減価要因（次ページ※）

が認められることがある。 

 

◆ 不整形による一般的な減価要因 

① 有効利用度の低下に起因する減価要因 

・ 利用困難部分の発生による利用効率の低下 

・ 建物等のレイアウトの自由度の低下 

・ 建築コスト上昇による需要の減退  

② 不整形に対する心理的嫌悪感に起因する減価要因 
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（※）不整形に対する心理的嫌悪感による減価要因 

不整形に対する心理的嫌悪感による減価要因は、市場参加者の属

性・取引事情等によって程度は様々であるが、本調査研究の対象であ

る画地規模の大きな土地については、市場参加者は事業者が多く、こ

のような事業者は、経済合理性の観点から、心理的な減価要因よりも

物理的な利用阻害に着目して行動することが多いと考えられる。した

がって、画地規模の大きな土地については、個人が市場参加者である

ことが多い比較的画地規模が小さい場合と比較すると不整形に対する

心理的嫌悪感による減価の程度は弱いといえるので、本調査研究では

不整形に対する心理的嫌悪感による減価要因は検討対象とはしない。 

 

（２）土地の用途と不整形による減価要因の分析 

不整形による減価要因の主な影響を、土地の用途別に説明すると下記のとお

りである。 

 

① 商業系地区 

商業系地区は、住宅地に比べて、都市計画法・建築基準法等で定められ

る利用可能な容積率が比較的大きく、土地の高度利用が図られていることが

多い。そのため、利用困難部分の全体の容積率に対する貢献度が高く、有効

利用度の低下の程度は小さくなるので、住宅系地区よりも不整形による減価

の程度は弱い傾向がある。 

② 住宅系地区 

住宅系地区での代表的な標準的使用は、マンション用地と戸建住宅地に

分けられる。マンション用地は、高度利用が図られる場合には商業系地区と

同様に不整形による減価の程度は減少するが、通風・採光確保のレイアウト

の必要性から、商業地よりも不整形による有効利用度の低下の程度は大きい

場合もある。一方で戸建住宅地は、画地規模が小さいために不整形によるレ

イアウトの制約の影響が大きくなり、マンション用地よりも不整形による減

価の程度は強い傾向がある。 

③ 工業系地区 

中小工場地区等は、中小規模の工場・倉庫を中心に商業系用途や住宅系

用途が混在することが多い。都市計画法・建築基準法等の制限は比較的緩や

かな場合が多く、住宅系地区よりも不整形による減価の程度は弱い傾向があ

る。 

なお、大工場地区は、一般的に標準的な画地規模が大きく、不整形地の

利用困難部分を工場立地法等で定める緑地等として利用可能であるなど、そ

の有効利用度の低下の程度は小さくなるので、不整形による減価の程度は弱

－3－
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い傾向がある。 

 

 

２．各評価の基準による評価方法 

  （下線は各評価の基準の原文にはなく、説明の便宜上付加したものである。） 

 

（１）評価基準 

① 市街地宅地評価法では別表第 3 に「不整形地の評点算出法」として、下記

のとおり定められている。  

なお、市街地宅地評価法の不整形地補正は、評価基準別表第 3附表 4（注

1）により「蔭地割合」を算出し、これに応じて補正率を適用する方式（以

下「蔭地割合方式」という。）と、評価基準別表第 3附表 4（注 3）により「不

整形度」を判断してこれに応じて補正率を適用する方式（以下「蔭地割合に

よらない方式」という。）に分けられる。 
 
 

 

不整形地の価額については、整形地に比して一般に低くなるものであるので、

奥行価格補正割合法等によって計算した単位当たり評点数に「不整形地補正率

表」(附表 4)によって求めた不整形地補正率を乗じて当該不整形地の単位地積

当たり評点数を求めるものとする。 

この場合において、当該画地が「間口狭小補正率表」（附表 5）、「奥行長大

補正率表」（附表 6）の適用があるときは、間口狭小補正率、奥行長大補正率、

両補正率を乗じた結果の率、間口狭小補正率と不整形地補正率を乗じた結果の

率及び不整形地補正率のうち、補正率の小なる率（下限 0.60）を乗じて評点数

を求めるものとする。 
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附

 

 

 

附表 4「不整整形地補正

 

正率表」  
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② その他の宅地評価法では別表第 4 の宅地の比準表に「形状等による比準割

合」として、下記のとおり定められている。  

 

 

 

 

 

 

 

③ 固定資産評価基準解説（土地篇）（平成 27.12.9 発行一般財団法人地方財

務協会。以下「基準解説」という。）においては、不整形地補正の意義とし

て、「不整形地補正とは、画地の形状が悪いことによって画地の全部が宅地

として十分に利用できないという利用上の制約を受けるための減価補正で

あるから、ある程度不整形な画地であっても家屋の建築等が通常の状態にお

いて行い得るものは補正を要しないと解されている。」と記載されている。 

 

（２）財産評価基本通達（昭和 39.4.25 付直資 56、直審（資）17。以下「基本通

達」という。） 

相続税、贈与税における不整形地の評価は下記のように定められている。 

 

不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、次の(1)から(4)までのいず

れかの方法により 15≪奥行価格補正≫から 18≪三方又は四方路線影響加算≫

までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小

に応じ、付表 4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表 5

「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗

じて計算した価額により評価する。 

 

付表 4「地積区分表」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準宅地と比準宅地の形状等の相違に応じ、次に掲げる率の範囲内において適宜その加減すべき率を求
め、これを1.00に加減して求めるものとする。この場合において、例えば、標準宅地が整形地で比準宅地
が不整形地である場合等においては、次に掲げる率を1.00より減じ、標準宅地が不整形地で比準宅地が整
形地である場合等においては、次に掲げる率を1.00に加えるものとする。

　(1)　不整形地にあつては　0.40

　(2)　奥行距離の間口距離に対する割合が4以上の場合にあつては　0.10

　(3)　間口距離が8メートル未満の場合にあつては　0.10

形

状
等

に

よ
る

比

準
割

合

地積区分

地区区分
1,000㎡以上
1,500㎡未満
450㎡以上
700㎡未満

普通商業地区 650㎡以上
併用住宅地区 1,000㎡未満

500㎡以上
750㎡未満
3,500㎡以上
5,000㎡未満

中小工場地区 3,500㎡未満 5,000㎡以上

A B C

高度商業地区 1,000㎡未満

普通住宅地区 500㎡未満 750㎡以上

1,500㎡以上

繁華街地区 450㎡未満 700㎡以上

650㎡未満 1,000㎡以上
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付表 5「不整整形地補正

 

正率表」 
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（３）評価基準と基本通達の相違点  

 

 

 

 

 

  

評価基準 基本通達

少ない 多い

（１０％刻み） （５％刻み）

規模による区分

         無し

※ 別表第3附表4(注2)に地

   積の考慮についての記

   載は存する。

有り

蔭地割合に応じた減価の
程度

蔭地割合方式によらない
場合の定め

有り 無し

蔭地割合の区分数

一部で相違がみられる
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（４）不動産鑑定評価基準（全部改正平成 14.7.3 付国土鑑第 83 号の 3） 

 

固定資産税には市町村による大量一括評価を目的に評価基準が用意され、 

相続税等には納税者自身による簡明な評価を目的に基本通達が用意され、その

目的から、上記いずれもが画一的な評価の基準を定めている。これらに対して

不動産鑑定評価は、専門家たる不動産鑑定士がその持つ技術を用いて個別に評

価を行う手続であり、画一的な補正率は基準としても定められていない。 
このような相違は、不整形地評価においても同様であり、固定資産税及び相

続税等においては蔭地割合に応じて補正率表を適用する画一的な手続が用意

されているが、不動産鑑定評価基準に不整形地特有の手法や補正率表の定めは

ない。不動産鑑定評価においては、不整形地といえども整形地と同様の手続の

中で、不整形であることによる有効利用度の低下を、不動産鑑定士が判断した

価格差として、個別に反映させていくことになる。 
 

実務上は、個々の土地の有効利用度（有効宅地部分の取り易さ等）を判定し、

当該土地の有効宅地部分に高い価値率、非有効宅地部分に低い価値率を付設し、

当該土地全体で加重平均して査定する方法がある。 

画地規模が大きくなれば、不整形地の利用困難部分の利用可能性のほか、高

度利用の可能性がより高まる。さらに、画地規模が大きくなり接道状況が良好

な場合（間口の広い場合や多方路線地である場合など）は、不整形であっても

有効利用の可能性が高まりより高い価値率が付設されることもある。 

なお、不動産鑑定評価では、収益還元法を整形地と不整形地のそれぞれに適

用して、その価格差をもって格差率の説明がなされる場合もある。収益還元法

とは、対象地上に最有効使用を前提とする建物等（以下「最有効建物等」とい

う。）を想定した土地建物等全体の純収益から、建物等に帰属する純収益を控

除した残余の純収益を還元利回りで還元して土地価格を求める手法である。収

益性の観点からは、不整形地の賃貸・分譲可能部分も不整形状となって、賃料

や分譲価格の低下を通じて収益性が低下する可能性があるが、このような場合

に、画地規模が大きくなれば、その賃貸・分譲可能部分の不整形状が改善され

て収益性の低下が緩和される可能性がある。 

 

※ その他の方法 

不整形地の減価率査定に当たっては、下記のようなその利用障害を排除

するための買増しの費用計算による方法がある。 

   

（例）評価対象地（Ａ㎡）の不整形による利用障害を排除して標準地並

みの状態とするために、隣地（Ｂ㎡）を標準価格（Ｓ円）のＸ％増

－9－
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し価格で買い受けることを想定し、不整形地の減価率（Ｍ）を査定

する。 

   

買増し後の総額     対象地総額     買増し総額 

  Ｓ（Ａ＋Ｂ）  ＝  Ｓ（１－Ｍ）Ａ ＋ Ｓ（１＋Ｘ）Ｂ 

   

これを展開して整理すると、減価率Ｍ＝ＢＸ／Ａとなる。 

なお、買増し率Ｘは、隣地の対象地に対する寄与度等を考慮して査定す

る。 

  

 

 

（５）土地価格比準表 

土地価格比準表は、国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）の適正な施行

を図るため、地価公示の標準地からの規準等における地域要因及び個別的要因

の把握及び比較についての標準的な比準表を作成し、これを適切に運用するこ

とにより、評価の適正を期すために昭和 50 年に策定された（その後、2 次改訂

昭和 51 年、3 次改訂昭和 52 年、4 次改訂昭和 58 年、5 次改訂平成 3 年、6 次

改訂平成 6年、7次改訂平成 28 年と推移）。  

この土地価格比準表は、不動産鑑定評価基準の理論を基礎として、土地の用

途が同質的と認められるまとまりのある地域（用途的地域）ごとに、統一的な

価格形成要因及び格差率を設定することにより、土地評価額を統一的・定型的

に算定するためのものである。 

なお、7次改訂では、画地条件について、条件の劣る土地の需要が相対的に

大きく下落し、格差が拡大していることが反映された。不整形に関連する比準

表については、下記下線のとおり、住宅地、商業地、工業地、宅地見込地にお

いて見直しが行われた。 

 

 

－10－
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＜個別的要因比準表（別表第 2・第 4・第 6・第 10・第 12・第 14・第 16・第 18・第

20・第 22・第 24・第 26・第 28・第 29）の細項目「不整形地」（ただし、別荘地域・

大工場地域・中小工場地域は「形状」、大・中規模開発地域は「画地の形状、間口、

奥行等」を抜粋）＞ 

 

＜土地価格比準表の手引きの記載＞  

■ 住宅地  

「不整形地又は三角形地は、建物等の敷地としての利用が、整形地に比

較して余分の制約を受け、また、画地の全部が住宅地としての効用を十

分発揮できないため、これらの価格は低位になるものであり、地域にお

ける標準的な整形地に比し、不整形地又は三角形の程度に応じて補正す

ることとなる。」「不整形地補正は、画地のうち、有効利用が阻害される

部分に対して必要な補正を行うものである。」  

 

■ 商業地 

「近隣地域の標準的使用と認められる画地の形状と異なり、それだけ利

用効率が低くなることによる減価であるが、地域によっては建物の建築

方法等によって軽減されることもあるので、これらの地域の実態及び画

地の面積等を考慮して有効利用度を判定して行うものとする。」  

■ 改正前 ■ 改正後

・住宅地 ・住宅地

・商業地 ・商業地

・工業地 ・工業地

・宅地見込地 ・宅地見込地

劣る  相当に劣る  極端に劣る優良住宅地域
標準住宅地域
混在住宅地域

優良住宅地域
標準住宅地域
混在住宅地域

普通  やや劣る普通  やや劣る 劣る  相当に劣る

0.86 0.79 0.65普通 1.00 0.95 0.90 0.85 0.70

 極端に劣る

普通 1.00 0.93

劣　る農家集落地域 農家集落地域 普　通 やや劣る

普通 1.00 0.93 0.85普通 1.00 0.94 0.87

普　通 やや劣る 劣　る

 相当に劣る  極端に劣る高度商業地域
準高度商業地域

高度商業地域
準高度商業地域

普　通  やや劣る 劣　る普　通  やや劣る 劣　る  相当に劣る

0.98 0.96 0.94 0.91普　通 1.00 0.98 0.96 0.94

劣　る  相当に劣る  極端に劣る普通商業地域
近隣商業地域
郊外路線商業地域

普通商業地域
近隣商業地域
郊外路線商業地域

普　通  やや劣る普　通  やや劣る 劣　る  相当に劣る

0.93 0.90 0.87普　通 1.00 0.98 0.95 0.92 0.90

 極端に劣る

普　通 1.00 0.97

別荘地域 優る やや優る 普通 やや劣る 劣る 別荘地域 優る やや優る

0.92 普　通 1.00

 極端に劣る

普通 やや劣る 劣る

普通 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 普通 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90

大工場地域 優る やや優る 普通 やや劣る 劣る 大工場地域 優る やや優る 普通 やや劣る 劣る

普通 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 普通 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90

中小工場地域 優る やや優る 普通 やや劣る 劣る 中小工場地域 優る やや優る 普通 やや劣る 劣る

普通 1.15 1.10 1.00 0.90 0.85 普通 1.15 1.10 1.00 0.90 0.85

大・中規模開発地
域

普通 劣る 相当に劣る 大・中規模開発地
域

普通 劣る 相当に劣る

普通 1.00 0.95 0.90 普通 1.00 0.90 0.85

小規模開発地域 普通 劣る 相当に劣る 小規模開発地域 普通 劣る 相当に劣る

普通 1.00 0.90 0.75 普通 1.00 0.88 0.75

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地

基準地

対象地
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３．裁判例の紹介 

 

画地規模が比較的大きく不整形地補正のあり方が争われた裁判例を紹介する

（各裁判の不整形地補正に関する部分のみを抜粋）。いずれの裁判例も、当初の課

税庁の評価では不整形地であることによる補正は要しないとされた事例について、

不整形地補正のあり方が争われたものである。 

また、いずれの裁判例も、不整形である各対象地の有効利用度を考慮のうえで

補正率を検討し、蔭地割合に応じて定めている評価基準別表第 3 附表 4 の補正率

よりも減価を緩和した補正率が妥当であると決定している。（裁判例（３）・（４）

では蔭地割合は不明であるが、決定された補正率は評価基準別表第 3 附表 4の補

正率よりも減価の程度が弱い。） 

なお、これら以外にも不整形地補正について争われた事例として、大阪地裁平

成 27 年 8 月 5 日（平成 25 年（行ウ）239 号固定資産評価審査棄却決定取消請求

事件）、大阪地裁平成 27 年 12 月 25 日（平成 26 年（行ウ）12 号固定資産評価審

査決定取消請求事件）などがある。 

 

（１）普通住宅地区に存する約 1,750 ㎡の地上 8階建の分譲マンション敷地（蔭地

割合 60％以上）において、審査委員会で不整形地補正率 0.95 と決定され、

これが裁判で認められた事例  
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（２）普通商業地区に存する約 8,200 ㎡の地上 18 階建の事務所ビル敷地（蔭地割

合 58％）において、裁判で不整形地補正率 0.90 とされた事例  
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（３）普通商業地区に存する約 530 ㎡の地上 9階建の事務所ビル敷地において、裁

判で不整形地補正率 0.98 とされた事例  
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（４）農家集落地域に存する約 13,000 ㎡の農家住宅敷地において、審査委員会で

不整形地補正が不要と決定され、これが裁判で認められた事例 
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４．不整形地補正と画地規模との関係 

 

以上のように、不整形地補正では各対象地の有効利用度を検討することが必要

となる。つまり、不整形地補正と画地規模の関係については、不整形地であって

も、画地規模が大きくなり対象地が存する用途地区ごとの一定の画地規模を超え

れば、当該地区の標準的使用が実現される可能性が高まるなど、有効利用度の低

下は小さくなり、不整形による減価の程度は緩和される可能性がある。 

したがって、このような有効利用度を検討する考え方に基づいて、基本通達で

は地区区分及び地積区分別の補正率表が設定されているほか、評価基準別表第 3

附表 4（注 2）に、画地規模に応じた補正率の修正についての記載がなされている

と考えられる。 
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Ⅲ．不整形地補正率の修正についての検討手法 

 

以上を踏まえて、本項目では不整形地補正率の修正についての検討手法を提示

する。 

 

 

１．修正方法の分類 

 

実際に各市町村で画地規模に応じて不整形地補正率表を修正している例を参

考に、修正方法を分類する。 

         

         

２．検討手順 

 

 

（１）修正の検討を行う画地規模の判定 

 

まず、補正率修正の検討範囲とする画地規模の判定を行う。これにより、画

地規模のバラツキを分析して、下記（２）以降の検討を行うか否かの判断を行

うとともに、下記（２）以降の検討を行うと判断した場合には、補正率修正の

検討範囲とする画地規模を判定することとなる。 

 

         

（２）補正率の修正の検討 

 

上記（１）で判定した補正率修正の検討範囲とする画地規模について、サン

プル画地を抽出し、あるいは、モデル画地を設定し、減価緩和の要否の判断を

行う。 

         

 

（３）補正率の修正 

 

上記（２）の検討を踏まえて、補正率表の補正率を修正する。 

（各市町村の評価要領等への反映） 
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１．修正方法の分類 

 

実際に各市町村で画地規模に応じて不整形地補正率表を修正している例を参考

に、修正方法を分類すると、下記（１）のとおり 5 つの方法に分類できる。なお、

各市町村における採用事例は（２）のとおりである。 

 

（１）修正方法の分類 

 

① 蔭地割合方式において、一定規模以上の画地について補正率を修正する方

法 

一定規模以上の画地について適用する補正率を画地規模区分別に設定す

る方法である。 

 

② 蔭地割合方式において、一定規模以上の画地について補正率を適用しない

方法 
一定規模以上の画地については、補正率を 1.00（つまり不整形地補正を

要しない）とする方法である。 

 

③ 蔭地割合によらない方式において、画地規模に応じて不整形度を判断する

方法 

画地規模に応じて、評価基準別表第 3附表 4（注 3）による不整形度の判

断において不整形度を弱め、これに応じた補正率を適用する方法である。 

 

④ 蔭地割合によらない方式において、一定規模以上の画地について補正率を

修正する方法 
一定規模以上の画地について適用する補正率を画地規模区分別に設定す

る方法である。 

 

⑤ 蔭地割合によらない方式において、一定規模以上の画地について補正率を

適用しない方法 
一定規模以上の画地については、補正率を 1.00（つまり不整形地補正を

要しない）とする方法である。 
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（２）各市町村における採用事例 

各市町村ではそれぞれの実情に応じた方法が採られているが、本委員会の自

治体委員が所属する東京都・前橋市・京都市の採用する方法は下記のとおりで

ある（付属資料 1参照）。 

 

◆ 東京都 

上記（１）③及び⑤に該当する。 

 

付属資料 1の付 1-5 ページのとおり、「一般に画地の面積が大きくなるほど

不整形による利用上の制約は小さくなり、面積が小さくなるほど利用上の

制約は大きくなるので、同じ形状であっても、画地の規模に応じて不整形

の度合いは変わることに留意すること」としているので、上記（１）③に

該当する。また、付属資料 1 の付 1-1 ページのとおり、「10,000 平方メー

トルを超える広大な画地については、原則として不整形地の補正を適用し

ない」としているので、上記（１）⑤にも該当する。 

 

◆ 前橋市 

上記（１）①及び③に該当する。 

 

付属資料 1の付 1-7 ページのとおり、評価基準別表第 3附表 4（注 2）に基

づいた補正率の修正を行う場合があるとしているので、上記（１）①に該

当する。また、付属資料 1の付 1-7 ページのとおり、「なお、評価の均衡上、

蔭地割合方式によらない方法が適当と判断される場合には、蔭地割合を考

慮しつつ、蔭地割合方式によらない方法を適用する。」としているので、上

記（１）③にも該当する。 

 

◆ 京都市 

上記（１）①及び④に該当する。 

 

付属資料 1の付 1-10 ページのとおり、不整形地補正率表に画地規模区分を

設けているので、上記（１）①に該当する。また、付属資料 1 の付 1-11

ページのとおり、「蔭地割合によらない場合の適用基準」に基づき例外的に

採用される蔭地割合によらない方式においては、不整形地補正率表に画地

規模区分を設けているので、上記（１）④にも該当する。 
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２．検討手順 

 

（１）修正の検討を行う画地規模の判定 

 

まず、補正率修正の検討範囲とする画地規模の判定を行う。これにより、画

地規模のバラツキを分析して、下記（２）以降の検討を行うか否かの判断を行

うとともに、下記（２）以降の検討を行う必要があると判断した場合には、補

正率修正の検討範囲とする画地規模を判定することとなる。 

なお、検討を簡略化する場合には、このプロセスを省略し、ある程度規模の

大きな画地（例：500 ㎡、1,000 ㎡など）を抽出して下記（２）以降の検討を行

うことも考えられる。 

 

① 不動産鑑定士等の専門家の意見を参考に検討する手法 

何㎡を超えれば不整形地による減価が緩和される可能性があるかについて

不動産鑑定士等の専門家に聴取し、その意見を参考にして、下記（２）以降の

検討を行うか否かの判断及び補正率修正の検討範囲とする画地規模を判定す

る手法である。 

この点、例えば前橋市では、不動産鑑定士の意見を参考にして、補正率の修

正を検討すべき画地規模区分を把握したうえで、評価基準別表第 3 附表 4（注

2）に基づいた補正率修正を行ったとのことである。 

 

② 実際の画地規模を分析する手法 

用途地区ごとの画地を統計的に分析することで、下記（２）以降の検討を行

うか否かの判断及び補正率修正の検討範囲とする画地規模を判定する手法で

ある。 

 

a. 標準偏差を活用する手法 

用途地区ごとの画地規模の平均値に、その標準偏差を加算して求めた範

囲（次ページ※）には、多くの画地（正規分布を前提とすると約 84％が含

まれることとなる。また、下記分析例では約 96％が含まれる。）が存するこ

とになる。そして、その「多くの画地」は、評価基準別表第 3附表 4に記載

のある「（注 2）不整形地補正率表を運用するに当たつて、画地の地積が大

きい場合等」には該当しないと考えることが可能である。したがって、画地

規模の平均値にその標準偏差を加算して求めた画地規模までについては、補

正率修正の検討は必要ないと判断する一方で、この画地規模を超えるものを、

補正率修正の検討範囲とする画地規模と判定する手法である。 
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（※）標準偏差を活用する手法の場合、通常は平均値に標準偏差を加減して

対象とする範囲を求めるが、本調査研究の対象は画地規模の大きな土

地であるので、用途地区ごとの画地規模の平均値に標準偏差を加算し

て求めている。 

 

b. 四分位数を活用する手法 

四分位数とは、データを小さい方から順に並べたときに中央値に相当す

るのが第 2四分位数であり、これよりも下位のデータの中央値が第 1四分位

数で、上位のデータの中央値が第 3四分位数である。なお、中央値とは、統

計上の代表値のひとつで、データを小さい順に並べたとき中央に位置する値

のことである。つまり、第 3 四分位までに画地数の 75％が含まれることに

なる。 

したがって、補正率を修正する考え方は上記 a．と同様に考えて、第 3四

分位の画地規模までについては補正率修正の検討は必要ないと判断する一

方で、この画地規模を超えるものを、補正率修正の検討範囲とする画地規模

と判定する手法である。 

ただし、この手法は、画地規模のバラツキを分析するものではないので、

下記（２）以降の検討を行うか否かの判断を行うために用いることはできな

い。 
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※ 分析例 

例えば、ある用途地区の画地数 100 ヶ所で行った分析は下記のとおりである。 

なお、本分析例では、当該市町村の実情及び近傍宅地との均衡も踏まえつつ、

画地規模のバラツキを分析し、下記（２）以降の検討を行う必要があると判断

した。 

 

◆ 分析対象の画地データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

画地
画地規模
（㎡）

画地
画地規模
（㎡）

画地
画地規模
（㎡）

画地
画地規模
（㎡）

1 545 31 605 61 543 91 468
2 184 32 269 62 365 92 119
3 942 33 321 63 91 93 291
4 139 34 552 64 481 94 34
5 399 35 254 65 146 95 82
6 396 36 1108 66 559 96 254
7 481 37 644 67 900 97 254
8 191 38 900 68 55 98 428
9 324 39 157 69 619 99 349

10 441 40 780 70 458 100 613
11 97 41 604 71 107
12 23 42 69 72 214
13 549 43 941 73 599
14 150 44 27 74 482
15 28 45 5001 75 353
16 121 46 1013 76 137
17 324 47 250 77 362
18 407 48 120 78 56
19 480 49 143 79 507
20 386 50 87 80 424
21 670 51 187 81 185
22 367 52 831 82 235
23 180 53 510 83 80
24 463 54 366 84 400
25 452 55 355 85 497
26 59 56 148 86 346
27 240 57 34 87 624
28 2001 58 174 88 522
29 284 59 699 89 836
30 900 60 245 90 112
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◆ 求められる統計上の数値は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 分析結果及びこれをヒストグラム上に図示したものは下記のとおりである。 

 

・ 標準偏差を活用する手法 

平均＋標準偏差（989.12 ㎡）を超える画地を、補正率修正の検討範囲とす

る画地規模と判定する。 

 

・ 四分位数を活用する手法 

第 3四分位数（543.50 ㎡）を超える画地を、補正率修正の検討範囲とする

画地規模と判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均 438.04
中央値（第２四分位） 358.50
標準偏差 551.08
第１四分位 155.25

第３四分位 543.50

画地規模
（㎡）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均
中央値
標準偏差
第１四分

第３四分

（第２四分
差
分位

分位

画地
（

分位）

地規模
（㎡）
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358.50
551.08
155.25

543.50
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（２）補正率の修正の検討 

 

上記（１）で判定した補正率修正の検討範囲とする画地規模について、サンプ

ル画地を抽出し、あるいは、モデル画地を設定し、減価緩和の要否の判断に至る

検討手法の手順を例示する。 

 

 

① サンプル画地の抽出又はモデル画地の設定 

 

サンプル画地の抽出又はモデル画地の設定に当たっては、上記（１）で判定

した補正率修正の検討範囲とする画地規模から、下記の観点を踏まえて、抽出

又は設定（以下「抽出等」という。）を行う。 

なお、下記「【参考】モデル分析例」では、抽出等は 1 例ずつしか挙げてい

ないが、下記観点を踏まえて、分析上十分な数の抽出等を行うことが望ましい。 

 

・ 画地規模について 

まずは、上記（１）で判定した検討範囲下限すぐのキリの良い画地規模

を抽出等する。 

次に、下記②で行う不動産鑑定士等による不整形地に係る補正率の査定

は、サンプル画地・モデル画地の有効利用度（有効宅地部分の取り易さ等）

によって左右されるので、この有効利用度に差異が生じる可能性の存する程

度の画地規模を抽出等する。つまり、多少画地規模が異なったとしても有効

利用度に変化がなければ補正率に差異が生じないので、検討を行う画地同士

の規模が近似し過ぎると、有意な補正率が得られない場合もある。なお、各

市町村に存する全体的な傾向から離れているような極端に大きな画地規模

の設定は分析上相応しくない。 

 

・ 蔭地割合について 

全ての蔭地割合での分析は実務上困難であるので、代表的な蔭地割合を

抽出等することが考えられる。なお、各市町村に存する全体的な傾向から離

れているような極端に大きな蔭地割合の抽出等は分析上相応しくない。 

不整形地による減価の程度は、その土地の有効利用度によって決まって

くる。蔭地割合が小さい場合は、もともと有効利用度が高いと言えるが、こ

こから画地規模が大きくなることで、さらに有効利用度が高まる可能性があ

る。一方で、蔭地割合が大きい場合は、もともと有効利用度が小さいと言え

るが、ここから画地規模が大きくなることで、有効利用度が高まる可能性が

ある。したがって、いずれの場合にも、同様に有効利用度が高まり減価が緩
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和される可能性がある。しかし、蔭地割合が小さく有効利用度が高い場合に

は、もともとの減価幅が小さいので減価緩和の程度を把握しにくい。一方で、

蔭地割合が大きく有効利用度が低い場合には、もともとの減価幅が大きいの

で減価緩和の程度を把握し易い。したがって、これらを踏まえて、下記②以

降で、不整形地の減価緩和の程度を不動産鑑定士等が把握し易いように、比

較的蔭地割合が大きい画地の抽出等を行う必要がある（下記【参考】モデル

分析例では蔭地割合を 40％に設定）。 
 
なお、本調査研究においては、下記（３）（p.36）のとおり、評価基準の

不整形地補正率表における蔭地割合の差に応じた補正率の格差の程度に準

じる前提で、画地の規模による影響を反映させる手法を検討するものである

ことから、減価緩和の程度を把握し易いと考えられるような蔭地割合を代表

的に設定することで十分であり、原則として、複数の蔭地割合を設定する必

要はない。 
 

         

 

 

② 不動産鑑定士等の専門家の意見の聴取 

 

上記①のサンプル画地あるいはモデル画地について、不動産鑑定士等の専門

家から不整形地に係る補正率を聴取する。 

 

         

 

 

③ 減価緩和の要否の判断 

 

まず、不動産鑑定士等の専門家に聴取した補正率の査定根拠について、不整

形地の一般的な減価要因である有効利用度の低下の程度が緩和される根拠と

して妥当かどうかを、上記Ⅱ．２．（４）（p.9）の不動産鑑定評価基準での考

え方も踏まえて確認したうえで、評価基準別表第3附表4の補正率と比較する。 

次に、近傍宅地との均衡上、画地の規模が大きいこと等によって補正率を修

正すべき価格事情にあるかどうかを十分に分析したうえで、減価緩和の要否を

判断する。 

そして、これらの検討を経て、補正率を修正（減価を緩和）することに合理

性が認められる場合には、下記（３）の検討を行う。 
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ここで、特定された土地の不動産鑑定評価では、補正率の数値は幅ではなく

一定値で査定されるものである。しかし、固定資産税評価では、多様な不整形

地を評価対象とすることを踏まえ、サンプル画地・モデル画地での分析におい

て専門家から聴取される補正率には、ある程度の幅を持たせることも考えられ

る。 

そして、補正率にある程度の幅を持たせた場合に、その値の幅のうち、いず

れを採用するかは、例えば、評価基準別表第 3附表 4の補正率 0.82 に対して、

聴取された補正率が例えば 0.80～0.90 であったような場合、下限値 0.80 を採

用すれば減価緩和は適当ではなく、上限値 0.90 を採用すれば減価緩和が適当

であるということになるが、多様な不整形地を評価対象とする固定資産税評価

であることを踏まえると、画一的に減価緩和を導くことは妥当ではないと判断

すべきである。一方で、聴取された補正率が例えば 0.85～0.90 の場合、下限

値が附表の補正率 0.82 よりも減価率が小さいので、多様な不整形地を評価対

象とする固定資産税評価であることを踏まえても、評価基準別表第 3附表 4の

補正率と比較して画一的に減価緩和を導くことが可能である。 

なお、サンプル画地・モデル画地が複数設定されて、これを集計分析する場

合には、聴取された複数の幅のある各補正率の下限値のうち、さらにその下限

値を採用する方法や、あるいは、その各補正率の下限値の平均値等を採用する

方法などが考えられるが、いずれの場合も、聴取された各補正率の幅の下限値

を用いるべきである。 
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【参考】 モデル分析例 

用途地区ごとにモデル画地を設定した検討を例示すると下記のとおりであ

る。 

なお、モデル画地の設定に当たっては、規模と蔭地割合については上記２．

（２）①（p.27）のとおりであるが、その他の形状等については、不整形地補

正は、画地の形状が悪いことによって画地の全部が宅地として十分に利用でき

ないという利用上の制約を受けることによる減価補正であるから、不整形地補

正率の修正に当たっては、そのような制約を受ける形状等を設定して、画地規

模が大きくなりこの制約が緩和される程度を分析することが必要である。した

がって、そもそも接道状況、形状、不整形な部分の位置等からみて制約を受け

る程度が小さい不整形地は、モデル画地としては相応しくないことに留意を要

する。 

◆ 商業系地区 

（下記【画地 1】【画地 2】の比較対象） 

地  積：200 ㎡（用途地区ごとの一定の画地規模）  

蔭地割合：40% 

用途地区：普通商業地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画地 1】 

地  積：1,000 ㎡  

蔭地割合：40% 

用途地区：普通商業地区 
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【画地 2】 

地  積：5,000 ㎡  

蔭地割合：40% 

用途地区：普通商業地区 

 

 

 

◆ 住宅系地区 

 

(下記【画地 1】【画地 2】の比較対象) 

地  積：200 ㎡（用途地区ごとの一定の画地規模）  

蔭地割合：40% 

用途地区：普通住宅地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－31－

 

  

－31－



－32－ 

【画地 1】 

地  積：1,000 ㎡  

蔭地割合：40% 

用途地区：普通住宅地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画地 2】 

地  積：5,000 ㎡  

蔭地割合：40% 

用途地区：普通住宅地区 
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◆ 工業系地区 

 

（下記【画地 1】【画地 2】の比較対象） 

地  積：200 ㎡（用途地区ごとの一定の画地規模）  

蔭地割合：40% 

用途地区：中小工場地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画地 1】 

地  積：1,000 ㎡  

蔭地割合：40% 

用途地区：中小工場地区 
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【画地 2】 

地  積：5,000 ㎡  

蔭地割合：40% 

用途地区：中小工場地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［モデル分析例の解説］ 

 

◆ ① モデル画地の設定 

商業系地区・住宅系地区・工業系地区について、上記（１）の修

正の検討を行う画地規模は 1,000 ㎡以上であったとして、【画地 1】

及び【画地 2】のようにモデル画地（1,000 ㎡、5,000 ㎡）を設定し

た。 

 

◆ ② 不動産鑑定士等の専門家の意見の聴取 

不動産鑑定士等の専門家の意見を聴取し、「鑑定評価の観点から

の査定値」として補正率を示した。 

 

◆ ③ 減価緩和の要否の判断 

聴取された補正率には幅がある中で、多様な不整形地を評価対象

とする固定資産税評価であることを踏まえ、最も減価の強い補正率

（【画地 1】の商業系地区 0.90、住宅系地区 0.85、工業系地区 0.90）

に着目し、これらの補正率のいずれもが、評価基準別表第 3 附表 4

の補正率（商業系地区 0.87、住宅系地区 0.82、工業系地区 0.87）

と比較して減価緩和を要する結果となっている点を考慮し、かつ、
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近傍宅地との均衡も踏まえて、各用途地区全てにおいて、1,000 ㎡

以上の補正率については減価緩和を要すると判断した。 

 

 

※ 分割後の各部分の蔭地割合の減少に着目した方法 

 

固定資産税評価上は一画地認定されていても、間口が広い場合や多方路線

地である場合など接道状況が良好で、経済合理性の観点から分割査定が妥当

であると判断できる例外的な場合もある。このような場合には、上記②にお

いて、不動産鑑定士等の専門家の意見を聴取する方法のほか、この分割後の

各部分の蔭地割合の減少に着目した方法も参考にすることができる。 

この方法を適用した例を付属資料 2に示しておく。 
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（３）補正率の修正 

 

上記（２）（p.27）の検討を踏まえて、補正率表の補正率を修正する手法を例

示する。 

補正率を修正する手法としては、補正率表の全体を画地規模に応じて修正する

手法と、一定規模以上は不整形地補正を行わない手法がある。 

 

① 補正率表の全体を画地規模に応じて修正する手法 

この手法は、まず、上記（２）の検討から減価幅の圧縮率を求めて、次に、

この減価幅の圧縮率を、評価基準別表第 3附表 4の蔭地割合ごとの補正率に乗

じるものである。 

例えば、上記（２）「【参考】 モデル分析例【画地 1】」の「鑑定評価の観点

からの査定値」で、不動産鑑定士等の専門家の意見の聴取で得られた最も減価

の強い補正率（商業系地区 0.90、住宅系地区 0.85、工業系地区 0.90）と、評

価基準別表第 3 附表 4 の補正率（商業系地区 0.87、住宅系地区 0.82、工業系

地区 0.87）を対比すると、減価幅の圧縮率は、商業系地区は（1－0.90）÷(1

－0.87)≒0.77、住宅系地区は（1－0.85）÷(1－0.82)≒0.83、工業系地区は

（1－0.90）÷(1－0.87)≒0.77 と計算される。そして、この減価幅の圧縮率を、

評価基準別表第 3 附表 4 の蔭地割合ごとの補正率にそれぞれ乗じることで、

1,000 ㎡以上の画地規模区分において、評価基準の不整形地補正率表のバラン

スを維持したままで減価を緩和することが可能となる。この場合、下記のよう

に補正率表を修正する。 

なお、例えば京都市では、これと同様の手法で、画地から用途地区ごとに抽

出したサンプル画地の減価の要否を、不動産鑑定士の意見も参考に分析したう

えで、不整形地補正率表に画地規模区分を設けている。 
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◆商業系地区

10%未満 1.00 1.00

10%以上20%未満 0.98 1-(1-0.98)×0.77＝ 0.98

20%以上30%未満 0.96 1-(1-0.96)×0.77＝ 0.96

30%以上40%未満 0.92 1-(1-0.92)×0.77＝ 0.93

40%以上50%未満 0.87 1-(1-0.87)×0.77＝ 0.89

50%以上60%未満 0.80 1-(1-0.80)×0.77＝ 0.84

60%以上 0.70 1-(1-0.70)×0.77＝ 0.76

◆住宅系地区

10%未満 1.00 1.00

10%以上20%未満 0.96 1-(1-0.96)×0.83＝ 0.96

20%以上30%未満 0.92 1-(1-0.92)×0.83＝ 0.93

30%以上40%未満 0.88 1-(1-0.88)×0.83＝ 0.90

40%以上50%未満 0.82 1-(1-0.82)×0.83＝ 0.85

50%以上60%未満 0.72 1-(1-0.72)×0.83＝ 0.76

60%以上 0.60 1-(1-0.60)×0.83＝ 0.66

◆工業系地区

10%未満 1.00 1.00

10%以上20%未満 0.98 1-(1-0.98)×0.77＝ 0.98

20%以上30%未満 0.96 1-(1-0.96)×0.77＝ 0.96

30%以上40%未満 0.92 1-(1-0.92)×0.77＝ 0.93

40%以上50%未満 0.87 1-(1-0.87)×0.77＝ 0.89

50%以上60%未満 0.80 1-(1-0.80)×0.77＝ 0.84

60%以上 0.70 1-(1-0.70)×0.77＝ 0.76

評価基準の
附表の補正率

1,000㎡以上の
画地規模区分

評価基準の
附表の補正率

1,000㎡以上の
画地規模区分

評価基準の
附表の補正率

1,000㎡以上の
画地規模区分

蔭地割合

蔭地割合

蔭地割合
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また、上記（２）の検討から、画地規模が大きくなることによって不整形

地による減価に明確な差異が認められる場合には、画地規模区分を複数設定

することが考えられる。 

例えば、上記（２）「【参考】 モデル分析例【画地 2】」の「鑑定評価の観

点からの査定値」で、不動産鑑定士等の専門家の意見の聴取で得られた最も

減価の強い補正率のうち商業系地区 0.95、住宅系地区 0.90、工業系地区 0.90

と、評価基準別表第 3 附表 4 の補正率（商業系地区 0.87、住宅系地区 0.82、

工業系地区 0.87）を対比すると、減価幅の圧縮率は、商業系地区は（1－0.95）

÷(1－0.87)≒0.38、住宅系地区は（1－0.90）÷(1－0.82)≒0.56、工業系地

区は（1－0.90）÷(1－0.87)≒0.77 と計算される。そして、この減価幅の圧

縮率を、評価基準別表第3附表4の蔭地割合ごとの補正率にそれぞれ乗じて、

下記のように補正率表を修正して、1,000 ㎡以上の画地規模区分に加えて、

5,000 ㎡以上の画地規模区分を設定する。 

なお、この例示では、工業系地区の 5,000 ㎡以上の画地規模区分の減価幅

圧縮率は、1,000 ㎡以上の画地規模区分と同様であり、工業系地区の補正率

表の画地規模区分はひとつとなる。 

 

◆商業系地区

10%未満 1.00 1.00 1.00

10%以上20%未満 0.98 1-(1-0.98)×0.38＝ 0.99 0.98

20%以上30%未満 0.96 1-(1-0.96)×0.38＝ 0.98 0.96

30%以上40%未満 0.92 1-(1-0.92)×0.38＝ 0.96 0.93

40%以上50%未満 0.87 1-(1-0.87)×0.38＝ 0.95 0.89

50%以上60%未満 0.80 1-(1-0.80)×0.38＝ 0.92 0.84

60%以上 0.70 1-(1-0.70)×0.38＝ 0.88 0.76

◆住宅系地区

10%未満 1.00 1.00 1.00

10%以上20%未満 0.96 1-(1-0.96)×0.56＝ 0.97 0.96

20%以上30%未満 0.92 1-(1-0.92)×0.56＝ 0.95 0.93

30%以上40%未満 0.88 1-(1-0.88)×0.56＝ 0.93 0.90

40%以上50%未満 0.82 1-(1-0.82)×0.56＝ 0.89 0.85

50%以上60%未満 0.72 1-(1-0.72)×0.56＝ 0.84 0.76

60%以上 0.60 1-(1-0.60)×0.56＝ 0.77 0.66

◆工業系地区

10%未満 1.00 1.00 1.00

10%以上20%未満 0.98 1-(1-0.98)×0.77＝ 0.98 0.98

20%以上30%未満 0.96 1-(1-0.96)×0.77＝ 0.96 0.96

30%以上40%未満 0.92 1-(1-0.92)×0.77＝ 0.93 0.93

40%以上50%未満 0.87 1-(1-0.87)×0.77＝ 0.89 0.89

50%以上60%未満 0.80 1-(1-0.80)×0.77＝ 0.84 0.84

60%以上 0.70 1-(1-0.70)×0.77＝ 0.76 0.76

1,000㎡以上の
画地規模区分

評価基準の
附表の補正率

5,000㎡以上の
画地規模区分

1,000㎡以上の
画地規模区分

1,000㎡以上の
画地規模区分

評価基準の
附表の補正率

5,000㎡以上の
画地規模区分

評価基準の
附表の補正率

5,000㎡以上の
画地規模区分

蔭地割合

蔭地割合

蔭地割合

（p.37 から再掲） 
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② 一定規模以上は不整形地補正を行わない手法 

不動産鑑定士等の専門家の意見を参考に、補正を要しない画地規模を判断で

きた場合には、当該画地規模からは補正率を 1.00 とすることができる。この

場合は、上記１．（１）②及び⑤（p.21）の方法に相当する見直しが可能とな

る。 

なお、基準解説では、「ある程度不整形な画地であっても家屋の建築等が通

常の状態において行い得るものは補正を要しないと解されている。」と記載さ

れており、不整形地であっても補正を要しない場合は存在すると言えよう。 

この点、例えば東京都では、評価要領上、「10,000 平方メートルを超える広

大な画地については、原則として不整形地の補正を適用しない」としている。 
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Ⅳ．まとめ 

 

以上のように、上記「Ⅲ．２．検討手順」（p.23～39）を参考に、各市町村ご

とに検討を行えば、上記「Ⅲ．１．（１）修正方法の分類」（p.21）に掲げた各方

法のように、画地規模に応じた不整形地の評価の検討を行うことができる。 

ただし、不整形地による減価の程度を左右する有効利用度は、その属する地域

の用途地区、行政的条件等のほか、各市町村の土地利用度（需要量、高度利用度、

地価水準等）によって異なると考えられるので、実際の検討は各市町村の実情に

応じて分析することが必要である。したがって、本調査研究はあくまでも検討手

法の一例に過ぎないことを付言しておく。 

その他、検討に当たっては、下記についても留意が必要である。 

 

・ 画地規模が大きければ必ず補正率を修正しなければならないのではなく、

近傍宅地との均衡上必要であるか否かについて、画地の規模が大きいこと等

によって補正率を修正すべき価格事情にあるかどうかを分析することが最

も重要である。 

 

・ 本調査研究では市街地宅地評価法の蔭地割合方式での検討を中心としたが、

蔭地割合によらない方式やその他の宅地評価法の形状等による比準割合で

も検討の観点は同様である。この点、上記「Ⅱ．３．裁判例の紹介」（p.12

～18）の裁判例（２）・裁判例（３）は蔭地割合によらない方式、裁判例（４）

はその他の宅地評価法適用区域であり、いずれも評価基準別表第 3附表 4の

補正率と比較すると、画地規模に応じて減価を緩和していることが参考にな

る。 

 

 

以 上 
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